
柳井市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅・建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いま

ちづくりを推進するため、住宅・建築物の耐震化を促進する事業を実施する者に対し、

予算の範囲内で補助を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。ただし、第１号及び第２号に規定するものについては、国、地方公共団体そ

の他公の機関が所有するものを除く。 

（１）木造住宅 市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された、一戸建ての住

宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の

２分の１未満のものに限る。）を含む。）のうち、木造の在来軸組工法、枠組壁工法

又は伝統工法によるもので、階数が３以下のものをいう。 

（２）多数利用建築物 市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下「耐震改修促進法」

という。）第１４条第１項第１号に掲げる建築物のうち、次に掲げる建築物をいう。 

  ア 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所で、階数が２以上、かつ、床面積

の合計が５００㎡以上のもの 

  イ 小学校、中学校又は中等教育学校の前期過程で、階数が２以上、かつ、床面積

の合計が１，０００㎡以上のもの 

  ウ 高等学校又は中等教育学校の後期過程で、階数が３以上、かつ、床面積の合計

が１，０００㎡以上のもの 

  エ 老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センター又はこれらに類するもので、階数が２以上、かつ、床面積の合計

が１，０００㎡以上のもの 

  オ 病院、診療所で、階数が３以上、かつ、床面積の合計が１，０００㎡以上のも

の 

（３）緊急輸送道路沿道建築物 市内に存する昭和５６年５月３１日以前に着工された、

耐震改修促進法第１４条第１項第３号に掲げる建築物（木造住宅を除く。）をいう。 

（４）建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する一級建築士、

二級建築士又は木造建築士の資格を有する者をいう。 

（５）建築士事務所 建築士法第２３条に規定する登録を受けた建築士事務所をいう。 

（６）耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が耐

震判定委員会設置登録要綱に基づき登録した耐震判定委員会をいう。 

（７）補強設計 耐震診断に基づく建築物の耐震改修を実施するために必要な図書の作

成（建替えを行う場合に必要な図書の作成を含む。）をいう。 

（８）木造住宅耐震改修事業 木造住宅の耐震性向上を目的として、耐震改修設計、工



事監理及び耐震改修工事を実施する事業をいう。 

（９）多数利用建築物耐震診断事業 多数利用建築物について、地震に対する安全性を

評価する事業をいう。 

（１０）緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業 緊急輸送道路沿道建築物について、地

震に対する安全性を評価する事業をいう。 

（１１）緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業 緊急輸送道路沿道建築物について、耐

震改修事業を実施する事業をいう。 

（補助金対象事業要件） 

第３条 補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。ただし、山口県又は柳井市

が行う他の補助金、資金貸付、利子補給金等を活用した工事の部分は、補助金の交付

対象事業とはしないものとする。 

（１）木造住宅耐震改修事業  

ア 一般財団法人日本建築防災協会（以下「協会」という。）による「木造住宅の

耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」（時刻暦応答

計算による方法を除く。）に基づく耐震診断により上部構造評点が１．０未満と

診断された木造住宅を改修後１．０以上とする耐震改修であること。 

イ アに示す上部構造評点は、建築士事務所に属する建築士の評価により算出され

る耐震改修であること。 

（２）多数利用建築物耐震診断事業及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業  

ア 建築士事務所に所属する建築が評価する耐震診断であること。 

イ アに定める評価については、建築士法第３条から第３条の３において定める各

資格における範囲で建築士が実施するものであること。 

ウ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成１

８年１月２５日国土交通省告示第１８４号。以下「基本的な方針」という）に基

づく耐震診断であること。 

（３）緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業 

  ア 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そ

のまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。 

  イ 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に

係る命令を受けていないものであること。 

  ウ 基本的な方針に基づく耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性があると評価された建築物を、倒壊し、又は崩壊する危険性

が低いと評価される建築物とする耐震改修であること。ただし、国土交通大臣が

基本的な方針に基づく指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める

方法によって評価する場合においては、当該方法によるもとする。 

  エ ウの評価は建築士法第２３条に規定する登録を受けた建築士事務所に属する

建築士により評価されたものに限る。 



  オ ウに定める評価については、建築士法第３条から第３条の３において定める各

資格における範囲で建築士が実施するものであること。 

（補助金の対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、前条の事業を行う者であって、次の各号に掲

げるすべての要件を満たすものとする。 

（１）木造住宅又は建築物を所有する者（以下「所有者」という。）であること。ただ

し、特段の事由により所有者が実施できない場合は、市長が適当と認める者とする。 

（２）市税を滞納していないこと。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。 

（１）木造住宅耐震改修事業   

ア 補助対象額は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。  

イ 一戸当たりの補助金の額は、次に掲げる額の合計から（イ）の額を差し引いた

額とし、１１５万円を限度とする。  

（ア） 補助対象額のうち、耐震改修工事に要する経費（耐震改修設計及び工事

監理に要する経費を除く。）の５分の４以内、かつ、１，０００円未満の端数

を切り捨てた額。 

（イ） 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２に規定

する所得税額の特別控除の額。 

（２）多数利用建築物耐震診断事業及び緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業 

  ア 補助対象額は、１棟当り３，０００，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）、

かつ、延べ面積１，０００㎡以内の部分は４，５８０円／㎡以内、延べ面積１，

０００㎡を超えて２，０００㎡以内の部分は２，３５０円／㎡以内、延べ面積２，

０００㎡を超える部分は１，５７０円／㎡以内を限度とする。 

  イ 補助金の額は補助対象額の３分の２以内とし、１，０００円未満の端数は切り

捨てるものとする。 

（３）緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業 

  ア 補助対象額は、１棟当り１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を除

く。）、かつ５１，２００円／㎡を限度とする。 

  イ 補助金の額は、補助対象額の３分の２以内とし、１，０００円未満の端数は切

り捨てるものとする。 

（補助金交付申請等） 

第６条 補助対象事業について、補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」

という。）は、補助対象事業に着手する前に、柳井市住宅・建築物耐震化促進事業補

助金交付申請書（別記第１号様式）及び補助対象事業実施計画書（別記第２号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、



補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、柳井市住宅・建築物耐震

化促進事業補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により、前項の申請者に通知す

るものとする。 

（事業の着手） 

第７条 補助対象事業の着手は、交付決定後に行わなければならない。 

（事業の変更等） 

第８条 第６条第２項の交付決定を受けた申請者（以下「補助対象事業者」という。）

は、交付決定後において、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、柳井市住

宅・建築物耐震化促進事業変更申請書（別記第４号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（事業の中止又は廃止） 

第９条 補助対象事業者は、交付決定後において、補助対象事業を中止又は廃止しよう

とするときは、柳井市住宅・建築物耐震化促進事業中止・廃止申請書（別記第５号様

式）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の変更の通知） 

第１０条 市長は、前２条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付

決定額を変更する必要があると認めるときは、柳井市住宅・建築物耐震化促進事業補

助金交付変更通知書（別記第６号様式）により、補助対象事業者に通知するものとす

る。 

（事業の完了実績報告） 

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して

３０日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、柳井市住宅・建築物耐

震化促進事業完了実績報告書（別記第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の完了報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認

めるときは、補助金の額を確定し、柳井市住宅・建築物耐震化促進事業補助金確定通

知書（別記第８号様式）により、補助対象事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとす

る。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、柳井

市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出し

なければならない。 

３ 補助対象事業者は、前項の規定による補助金（木造住宅耐震改修事業に係るものに

限る。）の交付請求をするに当たり、当該補助金の受領を当該耐震改修工事を行った

耐震改修工事業者に委任する場合は、前項の補助金交付請求書に補助金の受領に係る

委任状（別記第１０号様式）を添付しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 



第１３条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（１）各申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、補助対象事業者に対し

柳井市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付決定取消通知書（別記第１１号様式）

により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されてい

るときは、補助対象事業者に対し柳井市住宅・建築物耐震化促進事業補助金返還命令

書（別記第１２号様式）により、補助金の返還を命ずるものとする。 

（書類の保管） 

第１４条 この補助対象事業に関する書類は、補助対象事業終了年度の翌年から起算し

て、１０年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（有効期間） 

２ この要綱は、国又は山口県のこの事業に相当する事業が終了した日限り、その効力

を失う。 

（経過措置） 

３ 前項の規定により、効力を失った年度分までの予算に係る補助金については、なお

従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月２２日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２５年１１月２５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 耐震改修促進法第５条第１項の規定による耐震改修促進計画が改正されるまでの

間は、改正前の耐震改修促進法第６条第１項第３号の建築物は、改正後の耐震改修促

進法第１４条第１項第３号の建築物とみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 



 附 則 

 この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


